
○ 工 事 設 計 書 の 記 載 の 一 部 を 省 略 す る こ と が で き る 技 術 基 準 適 合 証 明 設 備 を 定 め る 件 （ 平 成 五 年 郵 政 省 告 示 第 四 百 七 号 ） の 一 部 を 改 正 す る 件 新 旧 対 照 表 
                                                （ 傍 線 部 分 が 改 正 部 分 ） 

改  正  案 現     行 

特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 六 年 郵 政 省 令 第

三 十 七 号 ） 第 二 条 第 一 項 第 一 号 の 四 か ら 第 二 号 の 二 ま で 、 第 三 号 の 二 か ら 第 六

号 ま で 、 第 九 号 、 第 十 号 の 二 、 第 十 一 号 、 第 十 一 号 の 二 の 二 か ら 第 十 一 号 の 四

ま で 、 第 十 一 号 の 六 の 二 か ら 第 十 一 号 の 八 の 二 ま で 、 第 十 一 号 の 十 の 二 か ら 第

十 一 号 の 十 二 ま で 、 第 十 一 号 の 十 五 、 第 十 一 号 の 十 七 、 第 十 一 号 の 十 九 、 第 十

一 号 の 二 十 の 二 か ら 第 十 一 号 の 二 十 一 ま で 、 第 十 一 号 の 二 十 三 、 第 十 一 号 の 二

十 五 、 第 十 一 号 の 二 十 六 、 第 十 二 号 、 第 十 四 号 、 第 十 五 号 か ら 第 十 八 号 ま で 、

第 十 九 号 の 五 か ら 第 十 九 号 の 十 ま で 、 第 二 十 号 の 二 、 第 二 十 一 号 、 第 二 十 三 号 、

第 二 十 三 号 の 二 、 第 二 十 四 号 か ら 第 二 十 八 号 ま で 、 第 二 十 八 号 の 三 か ら 第 三 十

一 号 ま で 、 第 三 十 八 号 か ら 第 四 十 五 号 ま で 、 第 五 十 一 号 か ら 第 五 十 二 号 の 三 ま

で 、 第 五 十 四 号 か ら 第 五 十 四 号 の 三 ま で 、 第 五 十 六 号 及 び 第 六 十 三 号 に 掲 げ る

無 線 設 備 

特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 六 年 郵 政 省 令 第

三 十 七 号 ） 第 二 条 第 一 項 第 一 号 の 四 か ら 第 二 号 の 二 ま で 、 第 三 号 の 二 か ら 第 六

号 ま で 、 第 九 号 、 第 十 号 、 第 十 一 号 、 第 十 一 号 の 二 の 二 か ら 第 十 一 号 の 四 ま で 、

第 十 一 号 の 六 の 二 か ら 第 十 一 号 の 八 の 二 ま で 、 第 十 一 号 の 十 の 二 か ら 第 十 一 号

の 十 二 ま で 、 第 十 一 号 の 十 五 、 第 十 一 号 の 十 七 、 第 十 一 号 の 十 九 、 第 十 一 号 の

二 十 の 二 か ら 第 十 一 号 の 二 十 一 ま で 、 第 十 一 号 の 二 十 三 、 第 十 一 号 の 二 十 五 、

第 十 一 号 の 二 十 六 、 第 十 二 号 、 第 十 四 号 、 第 十 五 号 か ら 第 十 八 号 ま で 、 第 十 九

号 の 五 か ら 第 十 九 号 の 十 ま で 、 第 二 十 号 か ら 第 二 十 一 号 ま で 、 第 二 十 三 号 、 第

二 十 三 号 の 二 、 第 二 十 四 号 か ら 第 二 十 八 号 ま で 、 第 二 十 八 号 の 三 か ら 第 三 十 一

号 ま で 、 第 三 十 八 号 か ら 第 四 十 五 号 ま で 、 第 五 十 一 号 か ら 第 五 十 二 号 の 三 ま で 、

第 五 十 四 号 か ら 第 五 十 四 号 の 三 ま で 及 び 第 五 十 六 号 に 掲 げ る 無 線 設 備 

 


